
「経営・管理」の許可基準の改正等について
（令和７年１０⽉１６⽇施⾏）

２ 資本⾦の額等について

〇 ３，０００万円以上の資本⾦等が必要になります（第２号ロ） 。

（注）＜事業主体が法人である場合＞
株式会社における払込済資本の額（資本⾦の額）⼜は合名会社、合資会社若しく

は合同会社の出資の総額をさします。
＜事業主体が個人である場合＞

事業所の確保や雇⽤する職員の給与（１年間分）、設備投資経費など事業を営む
ために必要なものとして投下されている総額をさします。

３ ⽇本語能⼒について

〇 申請者⼜は常勤職員（注１）のいずれかが相当程度の⽇本語能⼒（注２）を有することが
必要になります（第３号） 。

（注１）ここでいう「常勤職員」の対象には、法別表第⼀の在留資格をもって在留する外国
人も含まれます。

（注２）相当程度の⽇本語能⼒とは、「⽇本語教育の参照枠」におけるＢ２相当以上の⽇本
語能⼒であり、⽇本人⼜は特別永住者の⽅以外については、以下のいずれかに該当す
ることを確認します。
・ 公益財団法人⽇本国際教育⽀援協会及び独⽴⾏政法人国際交流基⾦が実施する⽇
本語能⼒試験（ＪＬＰＴ）Ｎ２以上の認定を受けていること

・ 公益財団法人⽇本漢字能⼒検定協会が実施するＢＪＴビジネス⽇本語能⼒テスト
において４００点以上取得していること

・ 中⻑期在留者として２０年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

１ 常勤職員の雇用について

〇 申請者が営む会社等において、１人以上の常勤職員を雇用することが必要になります（出
⼊国管理及び難⺠認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令「法別表第⼀の⼆の表の経
営・管理の項の下欄に掲げる活動」第２号イ）。

（注）「常勤職員」の対象は、⽇本人、特別永住者及び法別表第⼆の在留資格をもって在留
する外国人（「永住者」、「⽇本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 、「定住
者」 ）に限り、法別表第⼀の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。

主な改正内容
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５ 事業計画書の取扱いについて

〇 在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認め
られ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識
を有する者（注）の確認を義務付けます（出⼊国管理及び難⺠認定法施⾏規則別表第三「法
別表第⼀の⼆の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第１号イ） 。

（注）施⾏⽇時点においては、以下の者が当該者に該当します。
・ 中小企業診断士
・ 公認会計士
・ 税理士
なお、弁護士及び⾏政書士以外の⽅が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報

酬を得て業として⾏うことは、⾏政書士法違反に当たるおそれがありますので御留意願
います。

４ 経歴（学歴・職歴）について

〇 申請者が、経営管理⼜は申請に係る事業の業務に必要な技術⼜は知識に係る分野に関する
博⼠、修⼠若しくは専門職の学位（注１）を取得していること、⼜は、事業の経営⼜は管理
について３年以上の職歴（注２）を有する必要があります（第４号） 。

（注１）外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
（注２）在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な

事業所の確保その他の準備⾏為を⾏う活動（起業準備活動）の期間を含みます。

申請に関する取扱い

１ 事業内容について

〇 業務委託を⾏うなどして経営者としての活動実態が⼗分に認められない場合は、在留資格
「経営・管理」に該当する活動を⾏うとは認められないものとして取り扱います。

２ 事業所について

〇 改正後の規模等に応じた経営活動を⾏うための事業所を確保する必要があることから、⾃
宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。

３ 永住許可申請等について

〇 施⾏⽇後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職１
号ハ」⼜は「高度専門職２号」（「経営・管理」活動を前提とするもの）からの永住許可
及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。



〇 申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。

（注）在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められ
る場合には、次回の在留期間更新許可申請時に提出を求めます。

6 事業を営むために必要な許認可の取得について

〇 在留期間更新時には、以下の公租公課の⽀払義務の履⾏状況を確認します。
① 労働保険の適⽤状況
・ 雇⽤保険の被保険者資格取得の履⾏
・ 雇⽤保険の保険料納付の履⾏
・ 労災保険の適⽤手続等の状況

② 社会保険適⽤状況
・ 健康保険及び厚⽣年⾦保険の被保険者資格取得の履⾏
・ 上記社会保険料納付の履⾏

③ 事業所として納付すべき以下の国税・地⽅税に係る納付状況
・ 法人の場合

国 税︓源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地⽅消費税
地⽅税︓法人住⺠税（都道府県⺠税・市区町村⺠税）、法人事業税

・ 個人事業主の場合
国 税︓源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及

び地⽅消費税、相続税、贈与税
地⽅税︓個人住⺠税（都道府県⺠税・市区町村⺠税）、個人事業税

5 公租公課の履⾏について

施⾏に伴う留意点

１ 施⾏⽇前に受け付けた申請について

〇 本改正省令の施⾏⽇の前⽇までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申
請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準を適用します。

４ 在留中の出国について

〇 在留期間中、正当な理由なく⻑期間の出国を⾏っていた場合は、本邦における活動実態が
ないものとして在留期間更新許可は認められません。



３ 「特定活動」から「経営・管理」への在留資格変更許可申請の取扱いについて

〇 特定活動（４４号・外国人起業家（スタートアップビザ） ）からの資格変更
・ 外国人起業活動促進事業に関する告⽰の⼀部を改正する告⽰の施⾏⽇前に確認証明書が
交付されている場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正前の許可
基準を適用します。

・ 改正告⽰の施⾏⽇以降に確認証明書が交付されている場合は、「経営・管理」への在留
資格変更許可申請の際に、改正後の許可基準を適用します。

〇 特定活動（５１号・未来創造人材）からの資格変更
・ 施⾏⽇の前⽇時点で、「特定活動（５１号）」の在留資格認定証明書交付申請等を⾏っ
ている場合や同在留資格で在留中の場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の
際に、改正前の許可基準を適用します。

・ 施⾏⽇以降に「特定活動（５１号）」に係る在留資格認定証明書交付申請等を⾏った場
合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正後の許可基準を適用します。

２ 既に「経営・管理」等で在留中の⽅からの在留期間更新許可申請等について

〇 既に「経営・管理」で在留中の⽅が施⾏⽇から３年を経過する⽇（令和１０年１０⽉１６
⽇）までの間に在留期間更新許可申請を⾏う場合については、改正後の許可基準に適合しな
い場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する⾒込み等を踏まえ、許否判断を
⾏います。
なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあ

ります。

〇 施⾏⽇から３年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可
基準に適合する必要があります。
（注）改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の

納付義務を適切に履⾏しており、次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす⾒込
みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を⾏います。

〇 「高度専門職１号ハ」（「経営・管理」活動を前提とするもの）についても、「経営・管
理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱います。

参 考

〇 出⼊国在留管理庁ＨＰ「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
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